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１．公正取引委員会の基本的な考え方と役割

1. 一般消費者の利益

2. 電気通信分野における競争的仕組みの導入

3. 公正取引委員会の役割
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１．公正取引委員会の基本的な考え方と役割

（１）一般消費者の利益

l 公正取引委員会は，公正かつ自由な競争を促進し，
事業者の創意を発揮させることにより，価格だけで
なく品質や多様性の観点からも，一般消費者の利益
の確保を目指している。

この法律は，私的独占，不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し，
事業支配力の過度の集中を防止して，（中略）一切の事業活動の不当な拘
束を排除することにより，公正且つ自由な競争を促進し，事業者の創意を
発揮させ，事業活動を盛んにし，雇傭及び国民実所得の水準を高め，以て，
一般消費者の利益を確保するとともに，国民経済の民主的で健全な発達を
促進することを目的とする。

【独占禁止法 第１条】
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１．公正取引委員会の基本的な考え方と役割

（２）電気通信分野における競争的仕組みの導入

l 電気通信分野における市場
l 長年に亘って新規参入が制限
l 市場支配力を有する事業者が存在

Ø 競争的な市場へ移行するまでの間は，公正な条件の下に新
規参入を促進するため，ドミナント事業者に対する非対称規制
を課すことは合理性がある。

Ø 特に，ボトルネック性を有するため，他の事業者がそれに依存
せざるを得ない設備については，自由な価格競争が期待でき
ないため，規制当局による厳格な事前審査を行うことが必要。

Ø 競争的な市場へ移行するまでの間は，公正な条件の下に新
規参入を促進するため，ドミナント事業者に対する非対称規制
を課すことは合理性がある。

Ø 特に，ボトルネック性を有するため，他の事業者がそれに依存
せざるを得ない設備については，自由な価格競争が期待でき
ないため，規制当局による厳格な事前審査を行うことが必要。
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１．公正取引委員会の基本的な考え方と役割

（３）公正取引委員会の役割

l 公正取引委員会の重要な責務
l 規制産業における制度設計に対して競争促進の観点から政

策提言を行うこと。
l 独占禁止法の適正な運用を行うとともに法適用の考え方を

ガイドラインとして示すこと。

電気事業，ガス事業，電気通信事業，運輸事業などのうち，従来，新規事
業者の参入が制限されていた規制産業における競争的仕組みの導入等に
当たって，公正取引委員会は，所掌事務を遂行する上で政策提言等を行う
必要があれば，今後も競争促進の観点からこれらの産業における競争の
状況を調査し，改善の余地がある場合には積極的に政策提言等を行う。ま
た，上記の規制産業については，競争を促進する観点から，事業所管省庁
と公正取引委員会が，ガイドラインの策定を含めて，競争にかかわる制度
の新設，見直しについて必要な連携を行う仕組みについて検討を行う。

【規制改革・民間開放推進３カ年計画（再改定）（平成18年３月31日閣議決定）】
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２．ＩＰ化の進展に対応した競争政策に関する
基本的な考え方

1. 垂直統合型のビジネスモデルに対応した公正
競争確保

2. アクセス網の整備と利用の在り方

3. 次世代ネットワークへの移行に際しての公正
な競争確保

4. ＮＴＴグループ内の連携強化についての考え
方（ＦＭＣサービスについて）
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２．ＩＰ化の進展に対応した競争政策に関する基本的な考え方
（１）垂直統合型のビジネスモデルに対応した公正競争確保

l 一般消費者の利益の観点からは，各レイヤーにおいて，
廉価で多様なサービスが提供されることが望ましい。

l 独占禁止法の運用に際しては，一定のレイヤーにおい
て市場支配力を有する事業者が他のレイヤーにおいて
垂直統合型のサービス提供を行う場合には，その市場
支配力を不当に利用して他の事業者を排除するなどの
行為については独占禁止法上の問題となる。

l 事業法において競争ルールの設計を行う場合にも，ド
ミナント事業者が隣接分野において市場支配力の濫用
行為を行う危険性が存在することを念頭に置くことが
適切。
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２．ＩＰ化の進展に対応した競争政策に関する基本的な考え方
（２）アクセス網の整備と利用の在り方

1. アクセス網のボトルネック性

2. アクセス網の利用に関するイコール
フッティング

3. 接続料金に関する考え方
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２．（２）アクセス網の整備と利用の在り方

a) アクセス網のボトルネック性①

l 電気通信事業者が新たにアクセス網を構築するためには，管路又
は電柱の確保が必要。

l ＮＴＴ東西は既にこれらの設備を所有しているが，競争業者は，
貸借の手続のために多くの手続と時間を要する。自前で構築する
ことは更に困難を伴う。

Ø ＩＰ化時代に移行しても，アクセス網は銅線が光ファイバに置き換わる
だけで，ボトルネック性については何の変化も無いことから，光ファイ
バの開放義務は引き続き必要。むしろ適正な接続が行われるよう，接
続ルール等の適切な見直しを行うべき。

Ø 設備投資インセンティブについては，競争業者による公平なアクセスを
認め，利用を奨励することによって投資コストを回収する事が可能。

Ø ＩＰ化時代に移行しても，アクセス網は銅線が光ファイバに置き換わる
だけで，ボトルネック性については何の変化も無いことから，光ファイ
バの開放義務は引き続き必要。むしろ適正な接続が行われるよう，接
続ルール等の適切な見直しを行うべき。

Ø 設備投資インセンティブについては，競争業者による公平なアクセスを
認め，利用を奨励することによって投資コストを回収する事が可能。
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２．（２）アクセス網の整備と利用の在り方

a) アクセス網のボトルネック性②

現段階では，ＮＴＴ東西によるＦＴＴＨ利用者の事実上の囲い込みが生じる可能性がある
ため，ＮＴＴ東西の光ファイバ設備に対する開放義務について必ずしも見直しの必要性は
認められず，開放義務の是非について検討する際には，慎重な対応が必要。

図 ＦＴＴＨ利用者が現在のＦＴＴＨ事業者を変更する予定の有無

【ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書（平成１６年４月）】

3.9%

11.8%
84.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

変更する予定がある

事情があってできない

変更する予定はない
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２．（２）アクセス網の整備と利用の在り方
b) アクセス網の利用に関するイコールフッティング

l 公正取引委員会によるＮＴＴ東日本への警告（平成15年12月）
l ＮＴＴ東日本は，競争業者によるＡＤＳＬ等の開通工事の際に，当
該工事を担当する工事施行会社をして，ＮＴＴ東日本のＢフレッツ
等の営業活動を行わせており，競争業者の取引を不当に妨害してい
る疑いのある行為が認められた。

l 営業情報や顧客情報の利用
l ＮＴＴ東西は，電電公社の時代から加入者回線のほとんどのシェア
を有し，顧客に対して，毎月，料金請求書を発送しているため，こ
れを有力な広告媒体として利用可能。

Ø このような問題も勘案した十分なイコールフッティングの確保が必要。

Ø 仮に，ファイアーウォールの実施によっても必要なイコールフッティング
が確保されない場合には，ＩＰ時代への適合と競争業者とのイコールフッ
ティング確保という２つの要請を両立させるような組織体制の見直しに
よって，活発な競争が行われ，活力が発揮される市場を目指すべき。

Ø このような問題も勘案した十分なイコールフッティングの確保が必要。

Ø 仮に，ファイアーウォールの実施によっても必要なイコールフッティング
が確保されない場合には，ＩＰ時代への適合と競争業者とのイコールフッ
ティング確保という２つの要請を両立させるような組織体制の見直しに
よって，活発な競争が行われ，活力が発揮される市場を目指すべき。
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２．（２）アクセス網の整備と利用の在り方
c) 接続料金に関する考え方

l ＮＴＴ東西が，分岐方式を採用するための設備計画すらなく，分
岐方式による競争業者との接続が不可能な状況にあるにもかかわ
らず，分岐方式を前提とした廉価なサービス料金により顧客に対
して営業活動を行うことは独占禁止法上問題。

l ドイツテレコム事件（市場支配力の濫用，2003年５月）
l 1998年～2001年：小売料金 ＜ 卸回線料金

l 2002年：小売料金 ＜ 卸回線料金＋サービス固有の費用

Ø 規制当局は，認可した接続料金の算定の前提となった設備計画が
実際に実施されているかについて，適確な監視体制を整備すること
が必要。

Ø 公正取引委員会は，電気通信事業法の手続を経た料金であっても，
市場の構造及び状況に照らし，公正な競争が阻害されると判断され
る場合，独占禁止法の厳正な運用を行う。

Ø 規制当局は，認可した接続料金の算定の前提となった設備計画が
実際に実施されているかについて，適確な監視体制を整備すること
が必要。

Ø 公正取引委員会は，電気通信事業法の手続を経た料金であっても，
市場の構造及び状況に照らし，公正な競争が阻害されると判断され
る場合，独占禁止法の厳正な運用を行う。
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２．ＩＰ化の進展に対応した競争政策に関する基本的な考え方
（３）次世代ネットワークへの移行に際しての公正な競争確保

l 次世代ネットワークの設計に当たっては，「次世代Ｉ
Ｐネットワーク推進フォーラム」の場を含め，オープ
ンな議論の下でネットワークの設計が行われることが
必要。

l その上で，ネットワークを所有するＮＴＴグループ会
社と競争業者とが同一条件で，それぞれのサービスを
提供できることが競争政策上望ましい。
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l 公取委アンケートによれば，ＦＭＣ導入後も，現在，利用してい
るキャリアを継続して利用する希望者が圧倒的に多い。

l このため，固定及び携帯電話市場においてドミナンスの地位を占
めるＮＴＴグループは，ＦＭＣ市場においても競争優位性を持つ
おそれ。

２．（４）ＮＴＴ東西を利用グループ内の連携強化についての考え方（ＦＭＣサービスについて）

a) 隣接市場における市場支配力について①

現在ＮＴＴ東西×ＮＴＴドコモを利用しているユーザ

東西以外×ドコモ
以外
2%

東西以外×ＮＴＴド
コモ
7%

ＮＴＴ東西×ドコモ
以外
9% ＮＴＴ東西×ＮＴＴド

コモ
82%

現在ＮＴＴ東西×ドコモ以外を利用しているユーザ

ＮＴＴ東西×ＮＴ
Ｔドコモ

12%

ＮＴＴ東西×ドコ
モ以外

71%

東西以外×ＮＴ
Ｔドコモ

1%

東西以外×ドコ
モ以外

16%

有効回答数
=283

有効回答数
=264

注：ＦＭＣサービスが任意の組み合わせで提供される場合に，どの組み合わせを希望するかとの質問への回答
を単純集計したものであり，ナンバーポータビリティやセット割引などについて，特段の条件を付していない。

図 ＦＭＣサービスの利用希望
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l 同アンケートによれば，現在，携帯電話や固定電話の基本料金は
高いとの評価が多い。

２．（４）ＮＴＴ東西を利用グループ内の連携強化についての考え方（ＦＭＣサービスについて）

a) 隣接市場における市場支配力について②

図 電気通信サービスの料金に対する評価

12.5 26.5 27.5 4.83.2 16.8 3.65.1

15.3 25.8 45.8 5.03.30.91.03.0

31.7 33.7 27.3 3.11.70.50.61.5

35.9 31.2 16.2 1.20.710.3 1.03.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インターネット回線

固定電話（通話料金）

固定電話（基本料金）

携帯電話

高い やや高い 普通 やや安い 安い 利用していない 分からない 無回答
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92.8

89.0

55.5

29.9

62.6

39.5

11.9

9.5

5.7

20.9

11.2

6.4

19.2

32.3

3.4

4.7

7.8

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

基本料金

通話料金

長期割引料金

ポイント還元サービス

メール料金

パケット料金

インターネットコンテンツ

着うた、着メロサービス

おさいふケータイサービス

カメラ機能

ラジオ・テレビ機能

ミュージックプレーヤー機能

携帯電話機のデザインなど

通話の音質

ブランド

他の人の使用している携帯電話

その他

無回答

l さらに，携帯電話を選択するに当たって料金が重用視される。

２．（４）ＮＴＴ東西を利用グループ内の連携強化についての考え方（ＦＭＣサービスについて）

a) 隣接市場における市場支配力について③

図 携帯電話を選択するに当たって重要視される判断要素
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l 利用者の料金に対する意識を踏まえれば，ＮＴＴグループ会社が
相互連携によりＦＭＣ市場に進出する際，グループ外の電気通信
事業者との連携と比較して，大きなセット割引料金が提供される
場合には，ＮＴＴグループの優位性はより大きくなると想定され
る。

l ＦＭＣ市場は新規に創出される市場であるが，ＮＴＴグループは，
ＦＭＣ市場に隣接する固定電話市場及び携帯電話市場においてド
ミナントの地位にあることから，このドミナントの地位を不当に
利用して競争業者を排除するなどの行為については，独占禁止法
上の問題となる。

２．（４）ＮＴＴ東西を利用グループ内の連携強化についての考え方（ＦＭＣサービスについて）

a) 隣接市場における市場支配力について④
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２．（４）ＮＴＴ東西を利用グループ内の連携強化についての考え方（ＦＭＣサービスについて）

b) ＮＴＴグループによるＦＭＣサービスと独占禁止法上
の考え方①

l 公正取引委員会は，総務省と連携して「電気通信事業分野におけ
る競争の促進に関する指針」を策定。

l 同指針では，市場において相対的に高いシェアを有する電気通信
事業者による接続の拒否や差別取扱い等の行為について，独占禁
止法上問題となる具体的な行為を示している。

l ＦＭＣ市場については，隣接市場である固定電話市場や携帯電話
市場のドミナンスが及ぶ場合には，独占禁止法の運用に当たって
は，ＦＭＣ市場においても同指針を準用することが適当。
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２．（４）ＮＴＴ東西を利用グループ内の連携強化についての考え方（ＦＭＣサービスについて）

b) ＮＴＴグループによるＦＭＣサービスと独占禁止法上
の考え方②

l 自己若しくは自己の関係事業者の提供する電気通信役務と競合する電気通信
役務を現に提供し，又は提供しようとする他の電気通信事業者（以下「競争事
業者」という。）に対して，その保有する加入者回線網との接続を拒否すること，
又は接続に関連する費用を高く設定し，接続に当たって必要となる情報を十分
に開示せず，若しくは接続手続を遅延させるなど実質的に接続を拒否している
と認められる行為を行うことにより，競争事業者の電気通信役務市場への新規
参入を阻止し，又はその事業活動を困難にさせること（私的独占，取引拒絶等）。

電気通信事業者Ａ
及び関連事業者
のネットワーク
（固定・移動）

＜独占禁止法違反となるおそれがある行為のイメージ＞

自己若しくは自己の
関係事業者がＦＭＣ

サービスを提供

他の電気通信事業
者Ｂ及び関連事業者

のネットワーク

事業者Ａ等のサー
ビスと競合するＦＭ
Ｃサービスを提供

接続の拒否等
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２．（４）ＮＴＴ東西を利用グループ内の連携強化についての考え方（ＦＭＣサービスについて）

b) ＮＴＴグループによるＦＭＣサービスと独占禁止法上
の考え方③

l 競争事業者に対して接続を行う場合に，接続に関連する費用，接続に当たって
必要な情報の開示の程度，接続手続の期間，優先接続（マイライン）等におけ
る登録作業等について，競争事業者を自己又は自己の関係事業者に比べて不
利にさせるような取扱いをすることにより，競争事業者の電気通信役務市場へ
の新規参入を阻止し，又はその事業活動を困難にさせること（私的独占，差別
取扱い等）。

＜独占禁止法違反となるおそれがある行為のイメージ＞

自己若しくは自己の
関係事業者がＦＭＣ

サービスを提供

他の電気通信事業
者Ｂ及び関連事業者

のネットワーク

事業者Ａ等のサー
ビスと競合するＦＭ
Ｃサービスを提供

接続等における
差別的な取扱い

固定通信
ネットワーク

移動通信
ネットワーク

電気通信事業者Ａ等
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２．（４）ＮＴＴ東西を利用グループ内の連携強化についての考え方（ＦＭＣサービスについて）

b) ＮＴＴグループによるＦＭＣサービスと独占禁止法上
の考え方④

l 自己の電気通信役務と併せて自己又は自己の関係事業者の商品・サービスの
提供を受けると当該他の商品の価格・サービスの料金が割安となる方法でセッ
ト提供する場合において，その提供に要する費用を著しく下回る水準に料金を
設定することにより，競争関係にある他の商品・サービスの事業者の事業活動
を困難にさせること（私的独占，不当廉売等）。

＜独占禁止法違反となるおそれがある行為のイメージ＞

サービスの提供に要する費用を
著しく下回る水準の料金設定

固定通信
ネットワーク

移動通信
ネットワーク

電気通信事業者Ａ等

〔複数のサービスをセットで割安に提供〕
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まとめ

l 具体例を挙げた事例以外にも，ＭＮＯとＭＶＮＯの関係や通信キャリア
によるプラットフォームレイヤーへの展開など，電気通信ガイドライン
で準用可能となることが想定される事例は数多い。

l 公正取引委員会としては，今後とも，総務省との間で密接な意見交換
を行っていくとともに，電気通信ガイドラインの柔軟な見直しも含め，電
気通信分野における競争環境を注視していく。

l さらに，独占禁止法上問題となる行為があれば，厳正な対処を行うこ
ととする。


